
 

豊中市高齢・障害福祉・障害児通所支援事業所・児童福祉施設等に対する物価
高騰対策事業実施要綱 

 
（目的） 

第１条 この要綱は、⾧引く物価高騰による影響を受けている福祉事業所等に対し、当

該事業所等の負担や利用者負担への影響を最小限に留め、事業所等の事業継続を支援

するための豊中市高齢・障害福祉・障害児通所支援事業所・児童福祉施設等に対する

物価高騰対策事業（以下、「本事業」という。）の実施について、必要な事項を定める

ことを目的とする。 
 
（対象） 

第２条 本事業は、令和７年（2025 年）６月１日現在、豊中市の指定を受け、または届

出を終えており、かつ豊中市内に所在して運営等している別表１に定めるサービスを

提供する事業所及び施設等（豊中市が設置し、指定管理で運営する豊中市立養護老人

ホーム永寿園とよなかを含む。以下、「対象事業所等」という。）を対象とする。 

２ 次の各号のいずれかに該当する事業所及び施設は対象外とする。 

（１）申込日時点において、休止又は廃止している事業所及び施設 

（２）同一所在地等において、介護保険法に定める訪問介護の指定を受けている障害福

祉サービスにおける居宅介護事業所 

（３）同一所在地等において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律に定める生活介護の指定を受けている障害児通所支援事業所 

（４）保険医療機関におけるみなし指定による介護サービス事業所 
 
（給付金額） 

第３条 本事業での給付金額は、別表２のとおりとする。 
 
（申し込み） 

第４条 本事業による支給を受けようとする対象事業所等を運営する事業者は、令和７

年（2025 年）7 月 1 日から令和 7 年（2025 年）9 月 30 日までの間に、豊中市が定め

る方法により、豊中市高齢・障害福祉・障害児通所支援事業所・児童福祉施設等に対

する物価高騰対策事業給付金申込書兼請求書（様式第１号）を市⾧に提出しなければ

ならない。 

 

（支給決定） 

第５条 市⾧は、前条に基づく申し込みがあった場合は、必要な審査を行い、支給する

ことが適当と認めたときは支給を決定するとともに、豊中市高齢・障害福祉・障害児

通所支援事業所・児童福祉施設等に対する物価高騰対策事業給付金支給決定通知書

（様式第２号）により当該事業者に通知するものとする。 



 

（支給） 

第６条 市⾧は、前条の規定による支給決定の日から 30 日以内に当該事業者の指定口

座に振り込みを行う。 
 
（支給の取り消し等） 

第７条 市⾧は、第５条の規定に基づく支給決定を受けた事業者が次の各号のいずれか

に該当するときは、その決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）虚偽その他不正の手段により給付を受けたとき 

（２）次条又は第９条の規定に違反したとき 

（３）前各号に規定するもののほか、市⾧が相当と認める事由があると判断したとき 

２ 市⾧は、前項の規定により支給決定を取り消した場合において、豊中市高齢・障害

福祉・障害児通所支援事業所・児童福祉施設等に対する物価高騰対策事業給付金支給

決定取消通知書（様式第 3 号）により当該事業者に通知するものとする。この場合に

おいて、当該取り消しに係る部分に関し既に給付金が支給されているときは、期限及

び方法を定めてその返還をさせるものとする。 
 
（帳簿等の整備） 

第８条 給付金の支給を受けた事業者は、当該給付金に係る収支に関する帳簿並びに証

拠書類を整備し、かつこれらの帳簿等を令和 13 年（2031 年）３月 31 日まで保管す

るとともに、次条の規定に際し豊中市から提出を求められた場合は速やかに対応しな

ければならない。 
 
（報告の徴取等） 

第９条 市⾧は、必要があると認めるときは給付金の支給を受けた事業者に対し、給付

金の使途について報告を求め、又は従業者にその使途について調査をさせることがで

きる。この場合において、当該事業者は、正当な理由がない限りこれを拒んではなら

ない。 
 
（その他） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市⾧が別途定める。 
 
 

附 則 

  この要綱は、令和７年（2025 年）7 月１日から施行する。 

   



 

別表１（第２条関係） 

介護保険サービス等 

通所系 通所介護 通所リハビリテーション
１） 

地域密着型通所介護 

認知症対応型通所介護 

（共用型除く） 

小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅

介護 

入所系 介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護 

介護老人保健施設 

認知症対応型共同生活介

護 

有料老人ホーム サービス付き高齢者向け

住宅 

養護老人ホーム 軽費老人ホーム  

その他 訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護１） 

訪問リハビリテーション
１） 

居宅療養管理指導１） 福祉用具貸与 

定期巡回・随時対応型訪

問介護看護 

居宅介護支援 地域包括支援センター 

（分室を除く） 

訪問型サービス A（単独型

のみ）２） 

通所型サービス A（単独型

のみ）２） 

 

障害福祉サービス等 

通所系 生活介護 自立訓練（生活訓練） 自立訓練（宿泊訓練） 

就労移行支援 就労継続支援（Ａ型） 就労継続支援（Ｂ型） 

療養介護   

入所系 施設入所支援 共同生活援助 短期入所（空床型除く） 

その他 居宅介護 3） 計画相談支援 就労定着支援 

自立生活援助   

障害児通所支援事業 

通所系 児童発達支援 放課後等デイサービス  

児童福祉施設等 

入所系 

乳児院 児童養護施設 児童心理治療施設 

母子生活支援施設 自立援助チーム ファミリーホーム 

里親（令和７年（2025 年）６月１日に、児童福祉法第２７条第１項第３号に基づ

く委託、並びに同法第２８条申立て等により一時保護委託を受けている者） 

訪問系等 児童家庭支援センター   
１）みなし指定事業所は、介護老人保健施設におけるみなし指定事業所のみ含む 

２）訪問介護等と同じ場所で一体的に運営を行っている場合は申し込み不可 

３）重度訪問介護・同行援護・行動援護を含む 

 



 

別表２（第３条関係） 

サービス種別 定員区分 交付単価 

介護保険サービス等 

通所系 ～20 人 10 万円 

21 人～40 人 15 万円 

41 人～60 人 20 万円 

61 人～80 人 35 万円 

81 人～120 人 45 万円 

121 人～200 人 50 万円 

201 人～ 65 万円 

入所系 ～20 人 20 万円 

21 人～40 人 30 万円 

41 人～60 人 35 万円 

61 人～80 人 50 万円 

81 人～120 人 60 万円 

121 人～200 人 65 万円 

201 人～ 80 万円 

その他 一律 3 万円 

障害福祉サービス等 

通所系 ～20 人 10 万円 

21 人～40 人 15 万円 

41 人～60 人 20 万円 

61 人～80 人 35 万円 

81 人～120 人 45 万円 

121 人～200 人 50 万円 

201 人～ 65 万円 

入所系 ～20 人 20 万円 

21 人～40 人 30 万円 

41 人～60 人 35 万円 

61 人～80 人 50 万円 

81 人～120 人 60 万円 

121 人～200 人 65 万円 

201 人～ 80 万円 

  その他 （一律） 3 万円 

障害児通所支援事業 

  通所系 ～20 人 10 万円 

（次頁へ続く） 



 

別表２（第３条関係） 

児童福祉施設等 

入所系 ～20 人 20 万円 

21 人～40 人 30 万円 

41 人～60 人 35 万円 

61 人～80 人 50 万円 

81 人～120 人 60 万円 

121 人～200 人 65 万円 

201 人～ 80 万円 

入所系（里親） 委託児童 1 人につき 1 万円 

訪問系等 （一律） 3 万円 

 



（様式第１号）

豊中市⾧　様

申込者

３．振込口座

年 日月

事

業

所

・

施

設

事

業

者
代表者職

氏名

連絡先

担当者名

所在地

名称

事業所番号

名称

１．サービス種別（定員）

豊中市高齢・障害福祉・障害児通所支援事業所・児童福祉施設等に対する

物価高騰対策事業

給付金申込書兼請求書

　豊中市高齢・障害福祉・障害児通所支援事業所・児童福祉施設等に対する物価高騰対策事業

実施要綱第４条に基づき、次のとおり申し込みます。給付金は、下記金融機関口座に振り込み

をお願いします。

円金２．支給申込・請求額

金融機関名

口座名義

ﾌﾘｶﾞﾅ

口座番号

科目

支店名



 

（様式第２号） 

 

第      号 

令和  年（    年）  月  日 

 

            様 

 

豊中市⾧ ⾧内 繁樹 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

豊中市高齢・障害福祉・障害児通所支援事業所・児童福祉施設等に対する 

物価高騰対策事業 

給付金支給決定通知書 

 

貴事業所・施設から申し込みのあった豊中市高齢・障害福祉・障害児通所支援事業所・

児童福祉施設等に対する物価高騰対策事業給付金について、下記のとおり決定しました

ので通知します。 
 

記 

 
１．対象事業所・施設 

 事業所番号  

 事業所・施設名  

 所在地  

 サービス種別  

 
２．支給決定額 金        円 



 

（様式第３号） 

 

第      号 

令和  年（    年）  月  日 

 

            様 

 

豊中市⾧ ⾧内 繁樹 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

豊中市高齢・障害福祉・障害児通所支援事業所・児童福祉施設等に対する 

物価高騰対策事業 

給付金支給決定取消通知書 

 

令和 年（   年） 月 日付け       号にて通知しました豊中市高齢・

障害福祉・障害児通所支援事業所・児童福祉施設等に対する物価高騰対策事業の給付金

の支給について、下記のとおり取消を決定しましたので通知します。 
 

記 

 
１．対象事業所・施設 

 事業所番号  

 事業所・施設名  

 所在地  

 サービス種別  

 
２．支給額 金        円 
 
３．取消額 金        円 
 
４．取消の理由 


